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個 別 注 記 表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

２. 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等

株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法によ

り算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、

時価法により行っております。 

３. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物      ２年～50年 

その他     ２年～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利

用可能期間（２年～10年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リー

ス期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の

取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士

協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022年４月14日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権

については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額

は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、

これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。なお、要注意先債権のうち貸出条件を緩和した一定の

債権等を有する債務者で、債務者単体又はグループでの与信額等が一定額以上の大口債務者のうち、元本の回収及

び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フ

ローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャ

ッシュ・フロー見積法）により計上することとしております。 

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を

控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。また、破綻先

債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除した残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産

監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、2010年事業年度までは債権額から担保の

評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額し

ておりましたが、2011年事業年度から直接減額を行っておりません。当中間期末における2010年事業年度までの当

該直接減額した額の残高は210百万円であります。 

(2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰

属する額を計上しております。 

  



 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当

たり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。な

お、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用  ： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益

処理 

数理計算上の差異： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌期から損益処理 

(4) 役員株式給付引当金 

役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役等への株式会社プロクレアホールディングス普

通株式の交付に備えるため、当中間期末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

(5) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払

戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

(6) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による負担金の支払に備えるため、予め定めている償却・引

当基準に基づき将来の支払額を見積り必要と認める額を計上しております。 

６. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７. 収益の計上方法 

顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点としております。

また顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出しておりま

す。 

８. ヘッジ会計の方法 

その他有価証券のうち、保有する株式から生じる株価変動リスクに対するヘッジ会計の方法として、信用取引等を

ヘッジ手段とする繰延ヘッジを適用しております。なお、ヘッジ有効性評価の方法については、原則としてヘッジ開

始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手

段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを定期的に比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があることが明らかな

ものについては、ヘッジ有効性の評価を省略しております。 

９. 株式配当金の計上基準 

株式配当金については、その支払を受けた日の属する事業年度に収益計上を行っております。 

10. 消費税等の会計処理 

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 

11. グループ通算制度の適用 

当行は、株式会社プロクレアホールディングスを通算親法人として、グループ通算制度を適用しております。 

12. 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 

業界の実務慣行とされている会計処理の原則及び手続に基づいて会計処理を行っている主なものは、以下のとおり

であります。 

・投資信託解約損益の計上基準 

投資信託（除くETF）の解約及び償還に伴う差損益について、取引ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」に

計上し、損の場合は「その他業務費用」に計上しております。 

当中間期は、「有価証券利息配当金」に1,827百万円、「その他業務費用」に200百万円計上しております。 

 

会計方針の変更 

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用) 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計

基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な

取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。

これによる中間財務諸表に与える影響はありません。 

 

  



 

追加情報 

(連結納税制度からグループ通算制度への移行) 

当行は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地

方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に

関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。ま

た、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないもの

とみなしております。 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

１. 関係会社の株式及び出資金総額  7,137百万円 

２. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。 なお、債権は、

中間貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているも

のであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外

国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されてい

る有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 

危険債権額 

要管理債権額 

三月以上延滞債権額 

貸出条件緩和債権額 

小計額 

正常債権額 

合計額 

6,738百万円 

13,544百万円 

7,630百万円 

－百万円 

7,630百万円 

27,914百万円 

1,769,599百万円 

1,797,513百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により

経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権

の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない

ものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権

及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、

危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債

権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３. 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形及び買入外国為替等は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金

額は1,014百万円であります。 

４. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 

貸出金 

39,960百万円 

152,241百万円 

その他の資産 30百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 

借入金 

9,547百万円 

59,000百万円 

上記のほか、為替決済及び信用取引等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、その他の資産9,469

百万円を差し入れております。 

また、その他の資産には、保証金618百万円が含まれております。 

５. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、339,345百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任



 

意の時期に無条件で取消可能なもの）が332,030百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債

権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求

するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。 

６. 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価

差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  2002年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成

３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算出した価格に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等に

より合理的な調整を行って算出。 

７. 有形固定資産の減価償却累計額  18,837百万円 

８. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債

務の額は24,846百万円であります。 

９. 銀行法施行規則第19条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、8.22％であります。 

 

(中間損益計算書関係) 

１. 「その他経常収益」には、償却債権取立益５百万円を含んでおります。 

２. 「その他経常費用」には、貸出金償却０百万円、貸倒引当金繰入額778百万円、株式等償却０百万円を含んでおり

ます。 

３. 当中間期において、営業キャッシュ・フローの減少、使用方法の変更及び地価の継続的な下落等により割引前キ

ャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額11百万

円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失額（百万円） 

青森県内 遊休資産 土地、建物及び動産等 11 

合計 11 

営業用店舗については、原則としてエリア営業体制の統括店を母店とする業務の関連性、補完性の強い店舗から構

成されたエリア店等をグルーピングの単位とし、本部等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないこ

とから共用資産としております。また、遊休資産については各資産単位でグルーピングをしております。なお、当中

間期において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は不動産鑑定士等の評価

額より処分費用見込額を控除して算定しております。 

 

  



 

(有価証券関係) 

１. 満期保有目的の債券（2022年９月30日現在） 

 種類 
中間貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が中間貸借対照表 

計上額を超えるもの 

地方債 － － － 

社債 5,720 5,748 28 

小 計 5,720 5,748 28 

時価が中間貸借対照表 

計上額を超えないもの 

地方債 39,960 39,161 △798 

社債 18,926 18,826 △99 

小 計 58,887 57,988 △898 

合 計 64,607 63,737 △869 

 

２. 子会社・子法人等株式（2022年９月30日現在） 

 
中間貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 － － － 

 

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式 7,057 

 

３. その他有価証券（2022年９月30日現在） 

 種類 
中間貸借対照表 

計上額(百万円) 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

株式 7,114 5,692 1,421 

債券 2,963 2,960 3 

国債 2,963 2,960 3 

地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 11,433 11,056 376 

小 計 21,511 19,709 1,801 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

株式 971 1,227 △255 

債券 35,537 36,218 △681 

国債 － － － 

地方債 19,067 19,391 △324 

社債 16,469 16,826 △356 

その他 61,081 66,079 △4,997 

小 計 97,591 103,525 △5,934 

合 計 119,102 123,235 △4,132 

 

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額 

 
中間貸借対照表 

計上額(百万円) 

非上場株式 2,434 

組合出資金 2,253 

合 計 4,688 

組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17

日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 



 

 

４. 減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が

取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、

当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理（以下「減損処理」

という。）しております。 

当中間期における減損処理額はありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであ

ります。 

・時価が取得原価の50％以上下落している銘柄 

・時価が取得原価の30％以上50％未満下落しておりかつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄 

 

(税効果会計関係) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産   

税務上の繰越欠損金（注） 3,826 百万円 

貸倒引当金 2,835  

その他有価証券評価差額金 1,790  

退職給付引当金 938  

有価証券償却 710  

固定資産の減損損失 389  

減価償却費 313  

賞与引当金 235  

未払事業税 75  

資産除去債務 54  

睡眠預金払戻損失引当金 41  

その他 456  

繰延税金資産小計 11,668  

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △2,766  

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △3,494  

評価性引当額小計 △6,260  

繰延税金資産合計 5,407  

繰延税金負債   

退職給付信託返還資産評価益 △768  

その他有価証券評価差額金 △479  

退職給付信託設定益 △222  

繰延ヘッジ損益 △79  

その他 △17  

繰延税金負債合計 △1,567  

繰延税金資産の純額 3,840 百万円 

 

  



 

（注１） 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

当中間会計期間（2022年９月30日） 

 
１年以内 

（百万円） 

１年超 

２年以内 

（百万円） 

２年超 

３年以内 

（百万円） 

３年超 

４年以内 

（百万円） 

４年超 

５年以内 

（百万円） 

５年超 

（百万円） 

合計 

（百万円） 

税務上の繰越 

欠損金（※１） 
2,323 － － － － 1,502 3,826 

評価性引当額 △2,114 － － － － △651 △2,766 

繰延税金資産 208 － － － － 851 (※２)1,060 

（※１） 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

（※２） 当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により回収可能と判断

しております。 

（注２）連結納税制度からグループ通算制度への移行 

当行は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税

及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理

及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従

っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更

による影響はないものとみなしております。 

 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 

１株当たりの中間純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 

3,603円70銭 

123円35銭 

57円38銭 

 



年 12 月 23 日

青森県青森市勝田一丁目３番１号
株式会社　みちのく銀行
取締役頭取　藤澤　貴之

（単位:百万円）

90,211

資 本 剰 余 金

22,109利 益 剰 余 金

中間連結貸借対照表（２０２２年９月３０日現在）

137

219

再評価に係る繰延税金負債

△ 12,012

61,066

2,342

借 用 金

1,285

9,412

20

2,166,887377,532

退 職 給 付 に 係 る 負 債

9,811

810

56,035

19,943

預 金

12,984

2,391,4702,391,470

86,378純 資 産 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

△ 88

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

△ 4,132その他有価証券評価差額金

181

退職給付に係る調整累計額

△ 3,832

土 地 再 評 価 差 額 金 206

その他の包括利益累計額合計

資 産 の 部 合 計

4,231

（ 純 資 産 の 部 ）

負 債 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金

支 払 承 諾 見 返

1,744,054

2,846

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

無 形 固 定 資 産 偶 発 損 失 引 当 金

金　　　額

（ 資 産 の 部 ）

科 目 金　　　額 科 目

（ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金

買 入 金 銭 債 権

退 職 給 付 に 係 る 資 産

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

リース債権及びリース投資資産

2022

第５１期　中 間 決 算 公 告

294

9,412

31,116

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

株 主 資 本 合 計

397

2,305,091

36,986

支 払 承 諾

資 本 金

そ の 他 負 債

24,118

譲 渡 性 預 金

16,328

役 員 株 式 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金

188,402



（単位:百万円）

（ ）

（ ）

（ ）

中間連結損益計算書
２０２２年４月　１日から
２０２２年９月３０日まで

金 額

9,035

3,195

21,164

12,432

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）

（ う ち

科 目

資 金 運 用 収 益

経 常 収 益

有価証券利息配当金）

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

特 別 利 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

経 常 利 益

そ の 他 経 常 費 用

営 業 経 費

そ の 他 業 務 費 用

5,389

（ う ち

3,339

2

32

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

19,857

5,999

役 務 取 引 等 費 用

39

1,581

預 金 利 息 ）

資 金 調 達 費 用

9,925

2,312

特 別 損 失

166法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

親会社株主に帰属する中間純利益

法 人 税 等 調 整 額 △ 552

非支配株主に帰属する中間純利益

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益

1,641

1,272

64

16

△ 386

1,658

1,306

30



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間連結財務諸表の作成方針

１． 連結の範囲に関する事項

(1) 連結される子会社及び子法人等 ４ 社

会社名

みちのくリース株式会社

みちのく信用保証株式会社

みちのくカード株式会社

みちのく債権回収株式会社

(2) 非連結の子会社及び子法人等 １ 社

会社名

みちのく地域活性化投資事業有限責任組合

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金

（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除

いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、

連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当事項はありません。

(2) 持分法適用の関連法人等

該当事項はありません。

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 １ 社

会社名

みちのく地域活性化投資事業有限責任組合

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に

見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中

間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

(4) 持分法非適用の関連法人等

該当事項はありません。

３． 連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項

連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。

９月末日 ４ 社

連　結　注　記　表



 

会計方針に関する事項 

１. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

２. 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券に

ついては時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均

法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、

時価法により行っております。 

３. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物      ２年～50年 

その他     ２年～20年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、定額法により償却

しております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連

結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（２年～10年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価

保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５. 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士

協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022年４月14日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権

については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額

は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、

これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。なお、要注意先債権のうち貸出条件を緩和した一定の

債権等を有する債務者で、債務者単体又はグループでの与信額等が一定額以上の大口債務者のうち、元本の回収及

び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フ

ローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法

（キャッシュ・フロー見積法）により計上することとしております。 

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を

控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。また、破綻先

債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除した残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産

監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、2010年連結会計年度までは債権額から担

保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額

しておりましたが、2011年連結会計年度から直接減額を行っておりません。当中間連結会計期間末における2010年

連結会計年度までの当該直接減額した額の残高は210百万円であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認め

た額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上して

おります。 

６. 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会

計期間に帰属する額を計上しております。 



 

７. 役員株式給付引当金の計上基準 

役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役等への株式会社プロクレアホールディングス普

通株式の交付に備えるため、当中間連結会計期間末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 

８. 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払

戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

９. 偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による負担金の支払に備えるため、予め定めている償却・引

当基準に基づき将来の支払額を見積り必要と認める額を計上しております。 

10. 利息返還損失引当金の計上基準 

利息返還損失引当金は、連結子会社のクレジットカード業務にかかる利息制限法を超過する貸付金利息の返還請

求に備えるため、過去の返還実績率等から将来の返還額を見積り必要と認められる額を計上しております。 

11. 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については

給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであり

ます。 

過去勤務費用： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損

益処理 

数理計算上の差異： 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

12. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算

しております。 

13. 重要な収益及び費用の計上基準 

(1) ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準 

リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

(2) 顧客との取引に係る収益の計上基準 

顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点としており

ます。また、顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算

出しております。 

14. 株式配当金の計上基準 

株式配当金については、その支払を受けた日の属する連結会計年度に収益計上を行っております。 

15. 重要なヘッジ会計の方法 

その他有価証券のうち、保有する株式から生じる株価変動リスクに対するヘッジ会計の方法として、信用取引等

をヘッジ手段とする繰延ヘッジを適用しております。なお、ヘッジ有効性評価の方法については、原則としてヘッ

ジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを定期的に比較し、両者の変動額等を基礎にして判断

しております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるこ

とが明らかなものについては、ヘッジ有効性の評価を省略しております。 

16. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金

及び日本銀行への預け金であります。 

17. 消費税等の会計処理 

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。 

18. グループ通算制度の適用 

当行及び一部の連結子会社は、株式会社プロクレアホールディングスを通算親法人として、グループ通算制度を

適用しております。 

19. 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 

業界の実務慣行とされている会計処理の原則及び手続に基づいて会計処理を行っている主なものは、以下のとお

りであります。 

・投資信託解約損益の計上基準 

投資信託（除くETF）の解約及び償還に伴う差損益について、取引ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」

に計上し、損の場合は「その他業務費用」に計上しております。 



 

当中間連結会計期間は、「有価証券利息配当金」に1,827百万円、「その他業務費用」に200百万円計上してお

ります。 

 

会計方針の変更 

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用) 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計

基準適用指針」という。）を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過

的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし

た。これによる中間連結財務諸表に与える影響はありません。 

 

追加情報 

(連結納税制度からグループ通算制度への移行) 

当行及び一部の連結子会社は、当中間連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。

これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する

場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」とい

う。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針

の変更による影響はないものとみなしております。 

 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

１. 関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く）  80百万円 

２. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、

中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証してい

るものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出

金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記

されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）で

あります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 

危険債権額 

要管理債権額 

三月以上延滞債権額 

貸出条件緩和債権額 

小計額 

正常債権額 

合計額 

7,176百万円 

13,544百万円 

7,630百万円 

－百万円 

7,630百万円 

28,351百万円 

1,750,833百万円 

1,779,185百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によ

り経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しな

いものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債

権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債

権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる

債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

３. 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商

業手形及び買入外国為替等は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金

額は1,014百万円であります。 

  



 

４. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 

貸出金 

その他資産 

39,960百万円 

152,241百万円 

30百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 

借用金 

9,547百万円 

59,000百万円 

上記のほか、為替決済及び信用取引等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、その他資産9,469百

万円を差し入れております。 

また、その他資産には、保証金632百万円が含まれております。 

５. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、340,972百万円であります。このうち、原契約期間が１年以内のもの（又は

任意の時期に無条件で取消可能なもの）が、333,657百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ

らの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子

会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けら

れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に

予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置

等を講じております。 

６. 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価

差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  2002年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法（平成

３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算出した価格に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等に

より合理的な調整を行って算出。 

７.  有形固定資産の減価償却累計額  19,139百万円 

８. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の

額は、24,846百万円であります。 

９. 銀行法施行規則第 17 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）は、8.37％であります。 

 

(中間連結損益計算書関係) 

１. 「その他の経常収益」には、償却債権取立益５百万円を含んでおります。 

２. 「その他の経常費用」には、貸出金償却０百万円、貸倒引当金繰入額704百万円、株式等償却０百万円を含んでお

ります。 

３. 当中間連結会計期間において、営業キャッシュ・フローの減少、使用方法の変更及び地価の継続的な下落等によ

り割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額11百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失額（百万円） 

青森県内 遊休資産 土地、建物及び動産等 11 

合計 11 

営業用店舗については、原則としてエリア営業体制の統括店を母店とする業務の関連性、補完性の強い店舗から構

成されたエリア店等をグルーピングの単位とし、本部等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないこ

とから共用資産としております。また、遊休資産については各資産単位でグルーピングをしております。なお、当中

間連結会計期間において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は不動産鑑定

士等の評価額より処分費用見込額を控除して算定しております。 

４. 中間包括利益  97百万円 

  



 

 (金融商品関係) 

１. 金融商品の時価等に関する事項 

2022年９月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市

場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金、コール

ローン及び買入手形、外国為替（資産・負債）、コールマネー及び売渡手形は、短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似することから、記載を省略しております。 

（単位：百万円） 

 
中間連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1) 買入金銭債権（※１） 2,339 2,339 － 

(2) 金銭の信託 19,943 19,943 － 

(3) 有価証券    

満期保有目的の債券 64,607 63,737 △869 

その他有価証券（※２） 119,105 119,105 － 

(4) 貸出金 1,744,054   

貸倒引当金（※１） △11,930   

 1,732,124 1,735,967 3,842 

資産計 1,938,121 1,941,094 2,973 

(1) 預金 2,166,887 2,166,888 1 

(2) 譲渡性預金 56,035 56,035 － 

(3) 借用金 61,066 61,063 △2 

(4) その他負債（※３）    

借入有価証券 1,109 1,109 － 

負債計 2,285,097 2,285,097 △0 

デリバティブ取引(※４)    

ヘッジ会計が適用されていないもの － － － 

ヘッジ会計が適用されているもの － － － 

デリバティブ取引計 － － － 

(※１) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権に対する

貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。 

(※２) その他有価証券には「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年

６月17日）第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。 

(※３) デリバティブ取引は含めておりません。その他負債のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示し

ております。 

(※４) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引に

よって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で表

示しております。 

(注１) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情

報の「その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区分 中間連結貸借対照表計上額 

非上場株式（※１)(※２) 2,435 

組合出資金（※３） 2,253 

合計 4,689 

(※１) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 

2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

(※２) 当中間連結会計期間において、非上場株式について０百万円減損処理を行っております。 

(※３) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 

2021年６月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

  



 

２. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ

ンプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金銭の信託 － 19,943 － 19,943 

商品有価証券及び有価証券     

その他有価証券     

国債・地方債等 2,963 19,067 － 22,031 

社債 － 16,469 － 16,469 

株式 8,089 － － 8,089 

その他 2,433 66,574 － 69,007 

資産計 13,486 122,055 － 135,541 

（注１） 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６

月 17 日）第 24-9 項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第 24-9

項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は 3,507 百万円であります。 

（注２） 第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表 

（単位：百万円） 

期首

残高 

当期の損益又は 

その他の包括利益 購入、売却

及び償還の

純額 

投資信託の

基準価額を

時価とみな

すこととし

た額 

投資信託の

基準価額を

時価とみな

さないこと

とした額 

期末

残高 

当期の損益に計上し

た額のうち中間連結

貸借対照表日におい

て保有する投資信託

の評価損益 

損益に計上 

その他の包括

利益に計上

（※１） 

3,260 － 49 196 － － 3,507 － 

（※１）中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。 

 

(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

買入金銭債権 － 2,339 － 2,339 

有価証券     

満期保有目的の債券     

国債・地方債等 － 39,161 － 39,161 

社債 － － 24,575 24,575 

貸出金 － － 1,735,967 1,735,967 

資産計 － 41,501 1,760,543 1,802,045 

預金 － 2,166,888 － 2,166,888 

譲渡性預金 － 56,035 － 56,035 

借用金 － 61,063 － 61,063 

その他負債     

借入有価証券 1,109 － － 1,109 

負債計 1,109 2,283,987 － 2,285,097 

 



 

(注１) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

買入金銭債権 

買入金銭債権はクレジットカード業務における会員未収金であり、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価

は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類して

おります。 

 

金銭の信託 

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。観察できない

インプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。 

なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しております。 

 

商品有価証券及び有価証券 

商品有価証券及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時

価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。主に

地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請

求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベ

ル２の時価に分類しております。 

自行保証付私募債は、保証形式及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リス

ク等を反映した利率で割り引いて時価を算定しております。これらについては、重要な観測できないインプットを

用いていることからレベル３の時価に分類しております。 

 

貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リ

スク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場

金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していること

から、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見

積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により

時価を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計

上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。時価に対して観察できないインプットによ

る影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に分類しております。 

 

負 債 

預金、及び譲渡性預金 

要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、

定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価

を算定しております。割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時

価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類し

ております。 

 

借用金 

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び信用

リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類

しております。 

 

その他負債 

借入有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類して

おります。 

借入有価証券については、株式は取引所の価格によっております。借入有価証券は全額ヘッジ会計を適用してお

り、ヘッジ会計が適用されている取引について、ヘッジ会計の方法ごとの中間連結決算日における契約額又は契約

において定められた元本相当額及び時価は、次のとおりであります。 



 

ヘッジ会計の 

方法 

デリバティブ 

取引の種類等 
主なヘッジ対象 

契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち 

１年超のもの 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

原則的処理方法 株式信用取引 
その他有価証券 

（上場株式） 
1,369 － 1,109 

(※１) 契約額等は、当初売付け額の総額を記載しております。 

(※２) 契約額等から時価を減算した金額である差額は260百万円であります。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類し

ており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。 

為替予約取引については、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しており、主なイ

ンプットは、金利や為替レート等であります。店頭取引であり公表された相場価格は存在しておりませんが、観察で

きないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しております。 

時価算定に当たっての評価技法は割引現在価値法を利用しており、主なインプットは、金利や為替レート等であり

ます。 

 

(注２) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

該当事項はありません。 

 

  



 

(有価証券関係) 

１. 満期保有目的の債券（2022年９月30日現在） 

 種類 
中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が中間連結貸借対照表 

計上額を超えるもの 

地方債 － － － 

社債 5,720 5,748 28 

小 計 5,720 5,748 28 

時価が中間連結貸借対照表 

計上額を超えないもの 

地方債 39,960 39,161 △798 

社債 18,926 18,826 △99 

小 計 58,887 57,988 △898 

合 計 64,607 63,737 △869 

 

２. その他有価証券（2022年９月30日現在） 

 種類 
中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるもの 

株式 7,117 5,693 1,423 

債券 2,963 2,960 3 

国債 2,963 2,960 3 

地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 11,433 11,056 376 

小 計 21,514 19,710 1,804 

中間連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えないもの 

株式 971 1,227 △255 

債券 35,537 36,218 △681 

国債 － － － 

地方債 19,067 19,391 △324 

社債 16,469 16,826 △356 

その他 61,081 66,079 △4,997 

小 計 97,591 103,525 △5,934 

合 計 119,105 123,235 △4,130 

 

３. 減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価

が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについて

は、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処

理（以下「減損処理」という。）しております。 

当中間連結会計期間における減損処理額はありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとおりで

あります。 

・時価が取得原価の50％以上下落している銘柄 

・時価が取得原価の30％以上50％未満下落しておりかつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄 

 

  



 

(収益認識関係) 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報（2022 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

区 分  当中間連結会計期間  

役務取引等収益  3,033  

預金・貸出業務  1,396  

為替業務  628  

証券関係業務  38  

代理業務  952  

保護預り・貸金庫業務  17  

その他  －  

その他経常収益  19  

その他  19  

顧客との契約から生じる経常収益  3,053  

上記以外の経常収益  18,110  

経常収益  21,164  

（注） 役務取引等収益は主に銀行業から、その他経常収益は銀行業及びリース業から発生しております。 

なお、上表の「上記以外の経常収益」、「経常収益」には企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」

及び企業会計基準第 13 号「リース会計基準」に基づく収益も含んでおります。 

 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 3,689円04銭 

１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する中間純利益金額 

91円25銭 

42円45銭 

 


